
令和２年４月２７日  

保護者の皆様へ  

ゴールデンウイークを迎える前に 

仙台保育園 園長  高野  誠  

 

日頃より保育園の運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。特に宮城県から新型コロナウ

イルス緊急事態宣言が出されてからは尚一層のご協力をいただく形となり心より感謝しております。  

保育園は園児同士の濃厚接触を避けられず、職員、保護者、園児を含む関係者に感染者が出た場合に

休園を視野に入れながらの運営となっているため、改めて、余儀なく保育園を利用される方は、ご家族

の皆様の健康に十分注意されますよう、そして、家庭での保育が可能な方にはご協力をいただきながら

運営して参ります。もちろん、職員も厳重に自らの健康チェックを怠らないよう感染に十分注意し、保

育園内の消毒はもちろん、保護者の皆様のご迷惑を掛けないよう努めてまいります。  

皆様もいつもとは違ったゴールデンウイークの過ごし方とはなるでしょうが、あと少しの間、一緒に

頑張ってまいりましょう。  

 

※念のため、仙台市における現在の保育施設における臨時休園の目安についてお知らせいたします。

（市からの施設へのお知らせ、原文のままとなります）  

 

 本市の保育施設に感染症が発生した場合の臨時休園等の目安について 

(1) 園児又は職員が感染した状態で登園していた場合 

臨時休園します（全部又は一部）。  

(2) 園児又は職員が濃厚接触者として特定された場合 

当該園児又は職員に登園自粛を要請します。  

また、濃厚接触者が複数いる場合は、臨時休園（全部又は一部）を積極的に検討します。  

(3) 家族等が濃厚接触者として特定された場合 

原則として開所を継続しますが、そうした園児が複数いるなど、近隣地域での流行が認められる

場合は臨時休園（全部又は一部）も検討します。  

※ その他、衛生対策強化の観点から臨時消毒作業を行う等により、短期の臨時休園を行う場合があり

ます。  

今後の行事予定に関して 

入園・進級式時のクラス懇談会も無いまま現在を迎えており、ぜひ、５月末から６月までのクラス懇

談会（参観含む）は開催して、新クラスでの子どもの様子や成長を確認しあいたかったところではあり

ますが、このまま５月６日に宮城県での緊急事態宣言が解除されたとしてもその後の２週間ほどの患者

数の推移によっては、今後の園の運営にも影響があると判断し、５月、６月のクラス懇談会等をやむなく中止

とさせていただく事といたしました。どうぞ、ご理解ください。行事に関しては、延期なのか中止なの

か判断が難しいところがありますので、現時点でその日の開催は無いとご判断していただければ幸いで

す。  


